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雇用調整助成金の要件緩和 
 
 
中小企業以外の企業を対象とした雇用調整助成金の生産量等要件が12月14日より以下の通り緩和

されます。中小企業は一足早く、12 月２日から生産量等要件が緩和されていました。これによりす

べての企業の生産量等要件が緩和されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｊ Ａ Ｍ         
政策ＮＥＷＳ 

速  報！ 

 

次のいずれかの生産量等要件を満たす事業主（中小企業以外）が対象になりました。
 

（②が要件緩和になった部分です）

 
 ①売上高または生産量の最近 3 ヵ月間の月平均値がその直前 3 ヵ月または前年同期比に

比べ 5％減少していること（現行） 
 
 ②売上高または生産量の直近 3 ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ 10％以上減少して

いることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること（ただし、※対象期間の

初日が平成 21 年 12 月 14 日から平成 22 年 12 月 13 日までの間にあるものに限る） 

 

 

 

※対象期間＝事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間

（1年間）をいい、生産量等の要件は対象期間ごと（1年ごと）に確認します。 


